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処分の概要 緊急時における一時停止命令

例 規 名

根 拠 条 項
名寄市公害防止条例 第21条

例 規 番 号 平成18年条例第152号

【根拠条文】

(緊急時における一時停止)

第21条 市長は、工場等の作業に伴って生じた公害の原因となる物質等によって、人の健康に

被害を及ぼしたとき、又は及ぼすおそれがあり、かつ、緊急を要すると認めるときは、この

条例の規定にかかわらず、当該工場等の作業の一時停止を命ずることができる。

【基準】

根拠条文に同じ。
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